
特例水準と本来水準の推移について
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資料１



 

特例水準の解消に関する法改正の内容について 

〇 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２４年１１

月１６日成立・２６日公布 平成２４年法律第９９号） 

◆特例水準の解消関係（関連部分抜粋） 

 (1)世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準（２．５％）につ

いて、平成２５年度から平成２７年度までの３年間で解消します。 

 

  ※現在支給されている年金額は、平成１１年から１３年までの間に、物価が下落

したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定し

ている水準（本来水準）よりも、２．５％高い水準（特例水準）となっている。

  ※解消スケジュールは、平成２５年１０月▲１．０％、 

平成２６年４月▲１．０％、 平成２７年４月▲０．５％ 

 

 (2)施行：平成２５年１０月１日 

 

（参考） 

〇 年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４年１１月１６日成立・２

６日公布 平成２４年法律第１０２号） 

１．法律の概要（抜粋） 

 〇 所得の額が一定の基準（※）を下回る老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生

活者支援給付金（国民年金保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎）を支

給する。（※）住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入＋その他所得の合計

額が老齢基礎年金満額（平成２７年度で７７万円）以下であること（政令事項）

  ①基準額（月額５千円）に納付済期間（月数）／４８０月を乗じて得た額の給

付 

  ②免除期間に対応して老齢基礎年金の１／６相当を基本とする給付 

 〇 所得の逆転を生じさせないよう、上記の所得基準を上回る一定範囲の者に、上

記①に準じる補足的老齢年金生活者支援給付金（国民年金の保険料納付済期間を

基礎）を支給する。 

〇 一定の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付

金又は遺族年金生活者支援給付金を支給する。（支給額：月額５千円（１級の障

害基礎年金受給者は月額６．２５千円）） 

 〇 年金生活者支援給付金の支払事務は日本年金機構に委任することとし、年金

と同様に２ヶ月毎に支給する。 

２．施行期日：平成２７年１０月１日 

  社会保障の安定財源等を図る税制の抜本改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
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１　平成１２年度以降の年金額改定状況

年度

平成12年度 円 円 2,400 円

平成13年度 円 円 8,000 円

平成14年度 円 円 13,700 円

平成15年度 円 円 13,700 円

平成16年度 円 円 13,600 円

平成17年度 円 円 13,600 円

平成18年度 円 円 13,500 円

平成19年度 円 円 13,500 円

平成20年度 円 円 13,500 円

平成21年度 円 円 6,500 円

平成22年度 円 円 17,400 円

平成23年度 円 円 19,700 円

平成24年度 円 円 19,700 円

平成25年度
（9月まで）

円 円 19,700 円

２　平成２５年１０月以降の年金額について（※予定）

年額 786,500 円 円

月額 65,541 円 円

年額 778,500 円 円

月額 64,875 円 円

年額 770,400 円 円

月額 64,200 円 円

年額 766,392 円 円

月額 63,866 円 円

※仮に３年間物価・賃金が上昇も下落もしない場合を想定

老齢基礎年金額の推移について

特例水準と本来水準と
差額

満額の老齢基礎年金額
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